
患者様へ

令和６年度
休日歯科当番医制度の変更のお知らせ

大分市と三地区歯科医師会（大分市医療圏）の
協議の結果、令和６年度の休日歯科当番医制度
が変更となりました。

令和６年４月１日から

①日曜・祝日の大分市医療圏の休日歯科当番医制度は
全て無くなります。

②長期連休のゴールデンウイークと年末年始の午前中のみ
休日歯科当番医院が開設します。

GW期間：令和６年４月２８日、２９日、５月３日～６日
年末年始：令和６年１２月２９日～令和７年１月３日

開設時間：９：００～１２：００（要予約）

日頃より予防や定期検診で歯科医院を受診し、
歯科疾患の早期発見・早期治療をお願いいたします。
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